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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像から肺動脈領域を抽出する肺動脈抽出部と、
　前記肺動脈抽出部で抽出した肺動脈領域から、気管支領域の存在確率を算出する存在確
率算出部と、
　前記存在確率算出部により算出された存在確率に基づいて、前記気管支領域を強調した
画像を生成する強調画像生成部とを具備する医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記強調画像生成部で生成された画像を表示する表示部をさらに備える請求項１記載の
医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記強調画像生成部で生成された画像を用いて、気管支領域を抽出する気管支抽出部を
さらに備え、
　前記表示部は、前記気管支抽出部で抽出された気管支領域を、前記医用画像に重ね合わ
せて表示する請求項２記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記存在確率算出部により算出された存在確率に基づいて、カラーマップ画像を生成す
るマップ画像生成部をさらに備え、
　前記表示部は、前記マップ画像生成部で生成されたカラーマップ画像を表示する請求項
２記載の医用画像処理装置。
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【請求項５】
　前記存在確率算出部は、前記肺動脈抽出部で抽出された領域の中心点及び直径から推定
される気管支領域の中心点から放射状に伸びる直線上で計算する請求項１記載の医用画像
処理装置。
【請求項６】
　医用画像処理装置で使用される医用画像処理方法であって、
　前記医用画像処理装置が、医用画像から肺動脈領域を抽出し、
　前記医用画像処理装置が、前記抽出した肺動脈領域から、気管支領域の存在確率を算出
し、
　前記医用画像処理装置が、前記存在確率に基づいて、前記気管支領域を強調した画像を
生成する医用画像処理方法。
【請求項７】
　医用画像処理装置により実行されるプログラムであって、前記医用画像処理装置を
　医用画像から肺動脈領域を抽出する肺動脈抽出部と、
　前記肺動脈抽出部で抽出した肺動脈領域から、気管支領域の存在確率を算出する存在確
率算出部と、
　前記存在確率算出部により算出された存在確率に基づいて、前記気管支領域を強調した
画像を生成する強調画像生成部と、
　して動作させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、Ｘ線ＣＴ装置、ＭＲＩ装置などの画像診断機器を用いて得られた
画像データを処理する医用画像処理装置及び医用画像処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線ＣＴ(Computed Tomography)装置、ＭＲＩ(Magnetic Resonance Imaging)装置など
の画像診断機器を用いて得られた画像データに対する画像フィルタがある。この画像フィ
ルタは、特に、画像データ上で気管支領域を強調する際に使用されるものである。例えば
、気管支の診断では、気管支の壁厚や狭窄を定量的に診断する場合があるが、この画像フ
ィルタ後の画像を用いることで、気管支内腔及び気管支壁のセグメンテーション精度が向
上することが期待できる。
【０００３】
　従来の方法として、一般的な強調フィルタを用いる方法がある。具体的には、まず、ソ
ーベルフィルタなどの輪郭強調フィルタを適用する。その後、原画像にフィルタ画像を足
し込むことで、画像輪郭付近を強調した画像を作成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１３６７６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の方法では、画像全体にフィルタ処理を施すため、処理時間がかかる。また、解剖
学的な情報が考慮されていないので、ノイズに弱い傾向にある。
【０００６】
　目的は、気管支領域の定量的な診断の際に、より精度の高い診断支援を提供し得る医用
画像処理装置及び医用画像処理方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　実施形態によれば、医用画像処理装置は、肺動脈抽出部と、存在確率算出部と、強調画
像生成部とを備える。肺動脈抽出部は、医用画像から肺動脈領域を抽出する。存在確率算
出部は、肺動脈抽出部で抽出した肺動脈領域から、気管支領域の存在確率を算出する。強
調画像生成部は、存在確率算出部により算出された存在確率に基づいて、前記気管支領域
を強調した画像を生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る医用画像診断システムの構成の一例を示す構成図。
【図２】本実施形態における医用画像処理装置の処理手順を示すフローチャート。
【図３】上記図２のステップＳＴ２ｅの詳細な処理手順を示すフローチャート。
【図４】本実施形態において、肺動脈領域の芯線に直交する断面の画像を示す図。
【図５】本実施形態において、肺動脈と気管支の解剖学的な位置関係を示す図。
【図６】本実施形態において、気管支の中心点を決めるための候補を示す図。
【図７】本実施形態において、気管支強調フィルタの処理範囲の定義を示す図。
【図８】本実施形態において、気管支壁と気管支内腔との位置関係を示す図。
【図９】本実施形態において、実際にある直線上の画素についてフィルタ処理を行った結
果を示す図。
【図１０】本実施形態において、気管支内腔に関する存在確率のカラーマップ画像を示す
図。
【図１１】本実施形態において、気管支強調フィルタが施された肺動脈領域の芯線に直交
する断面の画像を示す図。
【０００９】
気管支内腔に関する存在確率のカラーマップ画像を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る医用画像診断システムの構成の一例を示す構成図である。医
用画像診断システムは、医用画像処理装置１００と、医用画像撮影装置２００と、医用画
像データベース３００とを有する。医用画像処理装置１００と、医用画像撮影装置２００
と、医用画像データベース３００とは、ネットワーク（図示せず）を介して電気的に接続
される。なお、ネットワークの代わりに無線で接続されてもよい。
【００１２】
　医用画像撮影装置２００は、例えば、Ｘ線コンピュータ断層撮影（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：以下、ＣＴと呼ぶ）装置、磁気共鳴イメージング（Ｍａｇｎｅｔ
ｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ：以下、ＭＲＩと呼ぶ）装置、核医学診断装
置などである。医用画像撮影装置２００は、ネットワークを介して画像データを医用画像
データベース３００に転送し、記憶する。
【００１３】
　医用画像処理装置１００は、入力部１１０と、肺動脈抽出部１２０と、存在確率算出部
１３０と、画像生成部１４０と、表示部１５０と、気管支領域抽出部１６０とを備えてい
る。入力部１１０は、医用画像データベース３００に記憶された画像データを読み込む。
【００１４】
　肺動脈抽出部１２０は、入力部１１０により読み込まれた画像データから肺動脈領域を
抽出する。存在確率算出部１３０は、肺動脈抽出部１２０で抽出した肺動脈領域から、気
管支領域の存在確率を算出する。画像生成部１４０は、存在確率算出部１３０により算出
された存在確率に基づいて、気管支領域を強調した画像を生成する。
【００１５】
　表示部１５０は、画像生成部１４０で生成された画像を表示する。気管支領域抽出部１
６０は、画像生成部１４０で生成された画像を用いて、気管支領域を抽出し、表示部１５
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域を、医用画像データベース３００から読み込んだ画像データに重ね合わせて表示する。
【００１６】
　また、画像生成部１４０は、存在確率算出部１３０により算出された存在確率に基づい
て、カラーマップ画像を生成し、表示部１５０に供給する。
【００１７】
　次に、上記構成における動作について説明する。　
　図２は、上記医用画像処理装置１００の処理手順を示すフローチャートである。図３は
、上記医用画像処理装置１００の詳細な処理手順を示すフローチャートである。
【００１８】
　本手法では、気管支の抽出精度向上のために、気管支に併走する肺動脈の情報を用いる
。肺動脈領域は、気管支領域に比べ周囲とのコントラスト差があり、抽出が容易である。
以下に詳細を記述する。
【００１９】
　医用画像処理装置１００は、上記医用画像撮影装置２００で得られた画像データを医用
画像データベース３００から読み込む（ステップＳＴ２ａ）。そして、医用画像処理装置
１００は、上記ステップＳＴ２ａで読み込んだデータから肺動脈領域を抽出するが（ステ
ップＳＴ２ｂ）、その方法については既存の技術を利用することができる。例えば、領域
拡張法などがある。
【００２０】
　続いて、医用画像処理装置１００は、上記ステップＳＴ２ｂで抽出された肺動脈領域の
芯線を検出するが（ステップＳＴ２ｃ）、その方法については既存の技術を利用すること
ができる。例えば、細線化などがある。医用画像処理装置１００は、図４に示すように、
上記ステップＳＴ２ｃで検出した芯線に直交する断面を定義するが（ステップＳＴ２ｄ）
、その方法については既存の技術を利用することができる。以降、この断面をクロスカッ
トと呼ぶ。 
　そして、医用画像処理装置１００は、上記ステップＳＴ２ｄで定義したクロスカット断
面に対し、気管支強調フィルタを施すが（ステップＳＴ２ｅ）、その詳細については後述
する。
【００２１】
　（気管支領域の強調フィルタの詳細 ）
　図３は、気管支領域の強調フィルタの詳細な処理フローを示している。本手法では、図
５に示すように、肺動脈と気管支の解剖学的な位置関係を用いる。具体的には、まず、肺
動脈の直径から、気管支の中心点、直径、および壁厚を推定する。推定した気管支中心点
の近傍画素について、気管支内腔および、気管支壁厚である確率を求める。その確率と原
画像の画素値を用いて、フィルタ画像を得る。以下に詳細を記述する。
【００２２】
　医用画像処理装置１００は、上記ステップＳＴ２ｄで定義したクロスカット断面を読み
込む（ステップＳＴ３ａ）。そして、医用画像処理装置１００は、クロスカット断面から
肺動脈直径を算出する（ステップＳＴ３ｂ）。この直径をＡと定義する。
【００２３】
　続いて、医用画像処理装置１００は、上記ステップＳＴ３ｂで算出したＡに対し、図５
（ａ） に示す係数ｓを乗算することにより気管支内径Ｂを算出する（ステップＳＴ３ｃ
）。なお、係数ｓは、０．６５＜ｓ＜０．７の範囲で任意に設定される。
【００２４】
　そして、医用画像処理装置１００は、式（１）に示すように、推定される気管支外径（
気管支の直径）Ｄから上記算出された気管支内径Ｂを差し引き、１／２を乗算することに
より気管支壁厚Tを算出する（ステップＳＴ３ｄ）。
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【数１】

【００２５】
　このとき、上記ステップＳＴ３ｄの処理では、気管支外径Ｄを算出する必要が生じる。
なお、気管支外径と気管支壁厚は、図５（ｂ）に示すように、Ｔ＝０．２＊Ｄと予め決め
られているため、Ｔ＝０．２＊Ｄと式（１）との連立方程式を解くことにより気管支壁厚
Tを算出できる。
【００２６】
　医用画像処理装置１００は、上記算出された気管支壁厚Tに２を乗算して、気管支内径
Ｂを加算することにより気管支外径Ｄを算出し、すでに上記で求めた肺動脈の中心点kと
、気管支外径Ｄ及び肺動脈直径Ａを用いて、式（２）により気管支の中心点Ciを算出する
（ステップＳＴ３ｅ）。

【数２】

【００２７】
　つまり、図６に示すように、kから距離 (A+D)/2離れた点（図６中点線上が候補点）が
すべて気管支の中心点の候補となる( 0 <= i <= 2π)。医用画像処理装置１００は、ｉを
０から２πまで変化させて図６の円周上（図６中点線上）の各気管支の中心点Ciに対して
図７に示す処理を行う。具体的には、図７に示す処理は、各気管支の中心点Ciから直線を
放射状に伸ばし、各気管支の中心点Ciから直線上に存在する画素を、フィルタ処理の対象
に決定する。そして、決定されたフィルタ処理の対象となる画素のうち、気管支の中心点
Ciから距離D/2以内の画素を処理対象として決定する。以降、処理対象画素と呼ぶ。
【００２８】
　医用画像処理装置１００は、すべての処理対象画素について、多変数確率分布関数P(x)
 を算出する（ステップＳＴ３ｆ）。ここでは、例として正規分布を扱う。なお、多変数
確率分布は他の確率分布関数を用いてもよい。

【数３】

【００２９】
　また、変数ベクトルの例としては、以下などが挙げられる。
【００３０】
　（ａ１）処理対象画素における原画像の画素値　
　（ａ２）処理対象画素と気管支中心点Ci　の距離値　
　（ａ３）気管支中心点Ci から距離 (B+T)/2 離れた位置における原画像の画素値　
　（ａ４）気管支中心点Ci から距離 -(B+T)/2 離れた位置における原画像の画素値
　上記４つの変数を用いた場合、次元dは4，平均ベクトルμは以下のように定義できる。
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【数４】

【００３１】
　 さらに、分散共分散行列 S は、以下のように定義できる。
【数５】

【００３２】
　医用画像処理装置１００は、上記ステップＳＴ３ｆで求めた存在確率から、各画素のフ
ィルタ値F(x) を算出する（ステップＳＴ３ｇ）。各画素のフィルタ後の画素値は、原画
像の画素値に、存在確率を定数倍したものを加算することで定義する。なお、加算ではな
く積算などでもよい。
【数６】

【００３３】
　ここで、定数αは例えば以下のように与えることができる（Tr1，Br，Tr2については、
図８を参照）。Tr1，Tr2は気管支壁を示し、Brは気管支内腔を示す。
【数７】

【００３４】
　参考として、図９は、実際にある直線上の画素についてフィルタ処理を行った結果を示
す。グラフ上実線で表される曲線が、原画像のプロファイルである。Filter1（図９中点
線）とFilter2（図９中一点鎖線）は(7)式のαの値を変化させたものである。また、グラ
フ上において塗りつぶされた黒丸のマーカの画素が気管支内腔の画素であり、白抜きの白
丸のマーカの画素が気管支壁の画素である。よって、黒丸のマーカは原画像より値が小さ
く、白丸のマーカは原画像より値が大きくなればフィルタの効果を確認できる。
【００３５】
　図９から、Filter1、Filter2ともにフィルタの効果が反映されていることがわかる。さ
らに、(3)式で得られた存在確率から、カラーマップ画像を作成することもできる。図９
と同様に、ある直線上の画素に注目し、気管支内腔に関する存在確率のカラーマップ画像
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は気管支内腔及び気管支壁の画素位置を示す。ここでは、３～７までが気管支内腔の画素
位置となり、１～３，７～９付近が気管支壁の画素位置となる。
【００３６】
　図９と同様に、グラフ上において塗りつぶされた黒丸のマーカが気管支内腔の画素を示
し、白抜きの白丸のマーカが気管支壁の画素を示す。黒丸のマーカの画素において存在確
率の値が高くなっていることがわかる。
【００３７】
　上記図４に示したクロスカット断面は、気管支強調フィルタが施されることで、図１１
に示すように、気管支領域が白く強調された画像となる。
【００３８】
　以上のように上記実施形態によれば、医用画像処理装置１００において、気管支の抽出
精度向上のために、気管支に併走する肺動脈の情報を利用して、医用画像撮影装置２００
で得られ医用画像データベース３００に記憶された画像データから、気管支領域に比べて
周囲とのコントラスト差がある肺動脈領域を抽出し、この肺動脈領域から気管支領域の存
在確率を求め、この存在確率に基づいて、気管支領域を強調した画像を生成するようにし
ているので、気管支領域のセグメンテーション精度の向上が期待でき、これにより観察者
間の診断誤差を軽減できる。また、画像処理時間を低減できるため、診断速度が向上する
。
【００３９】
　また、上記実施形態によれば、気管支領域抽出部１６０により画像生成部１４０で生成
された強調画像から気管支領域を抽出し、この気管支領域を画像データに重ね合わせて表
示部１５０に表示するので、画像を観察しやすくなり、診断速度の向上を期待できる。
【００４０】
　さらに、上記実施形態によれば、存在確率算出部１３０により算出された存在確率に基
づいて、画像生成部１４０でカラーマップ画像を生成するようにしているので、観察者は
カラーマップ画像を見て、気管支壁及び気管支狭窄の定量的な診断を高精度に行えるよう
になる。
【００４１】
　（その他の実施形態）
　上記実施形態において、肺動脈抽出部１２０、存在確率算出部１３０、画像生成部１４
０、表示部１５０、気管支領域抽出部１６０で説明した個々の処理は、コンピュータプロ
グラムによってソフトウェア処理することが可能である。
【００４２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４３】
　１００…医用画像処理装置、１１０…入力部、１２０…肺動脈抽出部、１３０…存在確
率算出部、１４０…画像生成部、１５０…表示部、１６０…気管支領域抽出部、２００…
医用画像撮影装置、３００…医用画像データベース。
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